
緒　　　言

診療報酬の改訂および抗がん剤・支持療法薬の進歩，副

作用対策の普及により，がん薬物療法の治療の場は入院治

療から外来治療へ移行し，外来で抗がん剤治療を行う患者

は増加している1）．がんの進行に伴い痛みを有するがん患

者は増加しており，進行がん患者の約 80% が痛みを有す

ると報告されている2）．国内の医療用麻薬の消費量は年々

増加しており3），近年では保険薬局で医療用麻薬を含んだ

処方箋応需される機会は増加している．

保険薬局薬剤師の求められている役割として，医療用麻

薬が投与されている患者への適切な薬剤情報の提供が挙げ

られる．既報によれば，医療用麻薬を適切に服用していな

い患者の割合は 7.1% であったこと4），さらには医療用麻

薬に対する誤った認識は未だ多いこと5），それにより服薬

コンプライアンス低下に繋がった事例6）も報告されてい

る．薬剤師による適切な薬剤情報提供は，患者のセルフマ

ネジメントの向上に寄与し，さらには疼痛や副作用の軽減

にも寄与する可能性があること7）からも重要である．

保険薬局薬剤師は最適な薬物療法を提供する医療の担い

手として，医療用麻薬投与患者の苦痛症状を適切に評価す

ることも求められている．外来診療では関わる医療従事者

の数や時間が少ないこともあり，入院患者と比較して外来

患者は除痛率が低いことが報告されている8）．外来患者へ

の緩和ケアの充実となるよう，保険薬局薬剤師は適切な症

状評価を実施し，病院薬剤師と連携して，患者に適した用

量，副作用対策を講じていく必要がある．2019 年 12 月に

薬剤師法ならびに医薬品，医療機器等の品質，有効性およ

び安全性の確保等に関する法律（薬機法）の改正・公布が

なされ，薬剤師は処方箋調剤後も薬剤使用期間中の患者を

フォローアップすることが規定された．そのため，保険薬

局薬剤師は投薬時だけでなく，薬剤使用期間中の患者の症

状評価についても期待されている現状がある．

緩和医療における保険薬局での指導状況に関していくつ

かの報告 9-11）はあるが，全国規模で調査された報告はな

く，保険薬局薬剤師によるがん患者に対する医療用麻薬の

指導実態は明らかにされていない．
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　［要旨］　本研究の目的は外来で医療用麻薬が導入されたがん患者に対する保険薬局薬剤師の関与の実態を調査す
ることであり，我々は緩和医療薬学会員の保険薬局薬剤師を対象に，Web アンケートを用いて指導実態を調査した．
73 件（店舗）から回答が得られ，店舗の麻薬管理指導加算の算定件数は月 1 件以上が 57.0% であった．医療用麻
薬導入時に患者の痛みの問診・評価を毎回実施している割合は 54.8%，さらに医療用麻薬の導入後の電話での服薬
状況，残薬，副作用の確認を毎回実施している割合は 17.8% であった．本研究により，医療用麻薬が導入された外
来がん患者に対する保険薬局薬剤師の関与の実態把握に一助が得られ，一部の保険薬局において症状評価や電話な
どでの服薬フォローアップの実施ができていないことが明らかとなった．今後は，指導の障壁要因についても調査
し，保険薬局薬剤師の指導状況の改善，病院-薬局間のさらなる連携強化に繋げていきたい．

　キーワード： 医療用麻薬，がん疼痛，保険薬局薬剤師，実態調査，薬薬連携
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本研究は，医療用麻薬が処方されたがん患者への保険薬

局薬剤師の指導状況を把握するため，日本緩和医療薬学会

員を対象としたアンケート調査を実施することを目的とし

た．また本研究では，医療用麻薬の指導項目・指導に用い

る資材や，医療機関との連携状況についても調査した．

方　　　法

1． 調査対象者
一般社団法人日本緩和医療薬学会会員のうち，保険調剤

薬局に勤める薬剤師とした．

2． 調査方法
一般社団法人日本緩和医療薬学会会員へのメール送信お

よびホームページアナウンスで周知を依頼し，Google

フォーム（Google Inc., USA）で作成した Web アンケー

トを行った．本アンケートは，1 店舗に複数名の会員が在

籍する場合は 1 名のみがアンケート入力するよう依頼し

た．調査期間は，2020 年 8 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日

の 2 カ月間とした．Web アンケートの内容は表 1 に示し

た．

3． 倫理的配慮
本アンケートは無記名回答であり，個人や施設が特定さ

表 1　アンケート調査項目
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れない形で実施した．アンケートを行ううえでは，参加が

任意であること，研究成果の発表を行う際には個人が特定

されない形で行われること，研究成果に知的財産権が生じ

た場合には学会に帰属することを明示し，回答の提出を

もって同意取得した．本調査研究は「人を対象とする医学

系研究に関する倫理指針」を順守して実施し，小牧市民病

院倫理委員会の承認（受付番号：201007）を得て実施し

た．

結果および成績

1． 回答者の属性，店舗の麻薬管理指導加算の算定状況
アンケートは 73 件（店舗）の回答を得た．回答者の薬

剤師経験年数は 5 年未満が 15.1%，5 年以上 10 年未満が

20.5%，10 年以上が 64.4% であり（Q1），薬剤師専門資格

は緩和薬物療法認定薬剤師 19.2%，外来がん治療認定薬剤

師 1.3%，資格を有さない回答者は 79.5% であった（Q2）．

回答者の店舗の麻薬管理指導加算の算定件数は，算定し

て い な い 20.8%， 月 に 1 件 未 満 23.6%， 月 に 1 〜 5 件

29.2%，月に 5 件以上 27.8% であった（Q3）．麻薬管理指

導加算を算定するタイミングについては，医療用麻薬の導

入時にのみ算定 30.1%，他の医療用麻薬にスイッチングし

た際にも算定 17.8%，医療用麻薬が処方された場合に常時

（or ほとんど）算定 64.4% であった（複数選択可）（Q4）．

自由記載にて，疼痛評価が詳細に聞き取りできた場合また

は薬剤師として適切な対応ができた場合に算定 2 件，疼

痛コントロール不良時に対応した場合に算定 2 件の回答

があった．

2．  医療用麻薬導入患者への保険薬局薬剤師の服薬説明
の状況

導入時の 1 件あたりの平均指導時間は，10 分未満が

28.8%，10 〜 20 分が 61.6%，21 〜 30 分が 8.2%，31 分以

上が 1.3% であった（Q5）（図 1A）．指導に用いる資材は

製薬会社が作成している薬剤パンフレットが 83.6%（61

件）と最も多く，自施設で作成しているパンフレットは

17.8%（13 件），Outreach Palliative care Trial of Inte-

grated Regional Model（OPTIM）が作成したパンフレッ

トは 4.1%（3 件），資材を用いない施設は 6.8%（5 件）で

あった（複数選択可）（Q7）（図 1B）．自由記載にて，病

院から配布されたパンフレットを用いる 1.4%（1 件）の

回答があった．

医療用麻薬の導入時に口頭で説明する内容の結果を図 2

に示す（Q6）．「毎回必ず説明する」と回答した割合が

80% 以上の項目は，「効能・効果，用法・用量」，「副作用

（便秘，悪心・嘔吐，眠気）の頻度，程度」，「レスキュー

薬の使用」，「痛みを我慢しないこと」であった．一方，

「海外渡航時の注意点」，「医療用麻薬と不正麻薬・覚醒剤

との違い」の 2 項目は，「患者から質問があった場合にの

み説明する」，「口頭で説明しない」，「書面で省略」と回答

した割合が高かった．

表 1　アンケート調査項目（続き）

Web で行ったアンケートの質問項目（Q1-16）と解答選択肢の一覧を示す．
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3．  医療用麻薬の導入時ならびに導入後に実施する服薬
説明以外の関わり

医療用麻薬の導入時に患者の痛みの問診・評価の実施状

況について，「毎回（ほとんど）実施」と回答した割合は

54.8% で，「実施したことがある」は 41.1%，「実施しない」

は 4.1% であった（Q8）（図 1C）．医療用麻薬の導入後の

電話での服薬状況，残薬，副作用の確認について，「毎回

（ほとんど）実施」と回答した割合は 17.8% で，「実施し

たことがある」は 54.8%，「実施しない」は 27.4% であっ

た（Q9）（図 3B）．電話以外の方法での服薬状況や副作用

の確認の実施状況については，「薬剤師が自宅へ訪問する」

30 件，「患者に来局してもらう」10 件，「メール」1 件で

あり，自由記載の 2 件は特定の通信アプリ機能を用いた

連絡であった（Q10）（図 3D）．医療用麻薬が継続投与さ

れている患者の副作用の確認ならびに苦痛症状の評価，疑

義紹介の実施状況について，「（必要時）している」は

61.6%，「患者から訴えがあった場合にのみしている」は

34.2%，「していない」は 4.1% であった（Q12）（図 3C）．

医療用麻薬の指導に対応する薬剤師については，「同じ

薬剤師ができるだけ対応（かかりつけ薬剤師）」は 41.1%，

「同じ薬剤師ができるだけ対応（かかりつけ薬剤師でない

者）」は 30.1%，「毎回ちがう薬剤師」は 24.7% であった．

図 1　医療用麻薬導入時の保険薬局薬剤師の指導状況．A）回答者における 1 回あたりの指導に要する平均時間，
C）医療用麻薬の導入時に“患者の痛み”の問診・評価の実施状況の回答分布を円グラフで示す．また，B）導
入時の指導に用いる資材の回答分布を棒グラフで示す（複数回答あり）．
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自由記載で患者に応じて対応を検討，と 3 件（4.1%）か

ら回答があった（Q11）（図 3A）．

4． 保険薬局による医療機関との連携について
保険薬局から処方元の医療機関に対するフィードバック

の状況は，「毎回（ほとんど）実施」は 9.6%，「報告すべ

きと判断した場合にのみ実施」は 69.9%，「ほとんど実施

しないが，今までに実施したことがある」は 13.7%，「実

施したことがない」は 6.8% であった（Q13）（図 4A）．

Q13 で，実施したことがないと回答した 10 件を対象とし

た設問で障壁となっている問題点として，「医療機関側が

どのような情報を求めているかわからない」は 7 件，「医

療用麻薬に対する知識が少なく，フィードバックするには

自信がない」は 4 件，「保険薬局側のマンパワー不足」は

3 件，「医療機関側が保険薬局からのフィードバックを受

図 2　医療用麻薬導入時の保険薬局薬剤師の説明状況．医療用麻薬導入時の説明状況を，「毎回必ず説明する」，「患者に応じて説明す
る（能動的）」，「患者から質問があった場合にのみ説明する（受動的）」，「説明しない」，「配布する書面に記載あり，説明は省略」，

「病院で指導されたと考えるため，説明しない」の 6 項目の選択肢を用いて各説明項目で回答分布を棒グラフで示す．棒グラフ内の
数字は有効回答数．
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（図 4C）．

医療用麻薬投与患者への指導時に困ること，あるいは医

療機関側から保険薬局に対して提供が不足していると感じ

る情報について，「施設内での医療用麻薬投与患者への指

導方法が定まっておらず，指導に困る」は 23.3%（17 件），

「指導時間ならびに症状を聞き取りする時間を『薬局側』

が確保することができない」は 26.0%（19 件），「問診で

症状評価を行うことに不慣れであり，指導に困る」は

19.2%（14 件），「診察記録や画像診断記録などの情報が不

足しているため，指導に困る」は 54.8%（40 件），「医療

け付けていない」は 2 件の回答があった（複数選択可）

（Q14）（図 4B）．自由記載で，「医療機関も電話で患者の

状況を把握しているため」と 1 件の回答があった．

医療用麻薬の指導内容の共有については，「自施設内で

指導内容の統一を目的とした講習会または指導を実施して

いる」と回答した割合は 30.1%（22 件），「地域薬局間で

研修会などを通じて指導内容を共有している」は 11.0%

（8 件），「病院-薬局間で研修会などを通じて指導内容を共

有している」は 11.0%（8 件），「指導内容の共有はしてい

ない」は 53.4%（39 件）であった（複数選択可）（Q15）

図 3　医療用麻薬導入後の保険薬局薬剤師の関わり方．医療用麻薬導入後の保険薬局薬剤師の関わり方について
の回答分布を円グラフあるいは棒グラフで示す．医療用麻薬の指導を実施する薬剤師を A），医療用麻薬の導
入後の電話で服薬状況，残薬，副作用の確認の実施状況を B），医療用麻薬が継続された場合の副作用の確認
や苦痛症状の評価ならびに疑義紹介の実施状況を C）に円グラフで示す．電話以外の方法での服薬状況，副作
用確認の実施状況を D）に棒グラフで示す（複数回答あり）．
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図 4　保険薬局による医療機関との連携．保険薬局による医療機関との連携に関する回答分布を円グラフあるいは棒グラフで示す．保険
薬局からの医療用麻薬投与患者に関する情報のフィードバックの実施状況を A）に円グラフで示す．医療用麻薬投与患者に関する情報
のフィードバックの障壁となっている問題を B），自施設内・地域薬局間および病院-薬局間での医療用麻薬に関する指導内容を C），
医療用麻薬指導時に困ることに関する内容を D）に棒グラフで示す（いずれも複数回答あり）．
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を与えている可能性がある．本結果でも病院-薬局間の連

携に関して十分ではないと示唆されるため，薬薬連携によ

る情報共有が今後の課題であると考える．

医療用麻薬導入時の保険薬局薬剤師による症状評価の実

施について（Q8）は，半数以上の店舗で毎回実施してい

た．これは藤井らの報告10）（研究実施年：2014 年）より

も高い実施率であり，症状評価に対する認識が高まったこ

とが影響していると考える．症状評価の実施率向上のため

には前述した患者情報の共有が必要であり，連携強化が求

められる．一方で，Q16 にて問診で症状評価を行うこと

に不慣れとの回答が 23.3% にのぼることからも，症状評

価を向上するための知識・技術の習得の機会も増やすこと

が必要であると思われる．

薬機法の改正により，保険薬局薬剤師による電話などで

の服薬フォローアップが期待されている．本結果では，

17.8% の店舗が電話にて医療用麻薬の服薬状況，残薬，副

作用の確認を毎回実施していた（Q9）．令和元年度の神奈

川県地域における調査報告書16）では，服薬フォローアッ

プの実施についてある程度できていると回答した薬局が

50.0% であり，電話で実施が 38.3%，対面で実施が 53.9%

と，多くが対面で実施されていたことを報告している．本

結果でも Q10 で電話以外の方法で実施している件数も多

いことから，Q9 の結果と合わせると，多くの店舗で服薬

フォローアップが実施されている可能性がある．病院薬剤

師による電話サポートの取り組み17-19）も報告されている

ことから，近隣医療機関の実施状況を確認して，患者の負

担とならないよう配慮することも重要である．病院薬剤

師，保険薬局薬剤師が相互に補完し合い，切れ目のない医

療が提供できることが望まれる．

医療機関と保険薬局の連携としてトレーシングレポート

（服薬情報提供書）を活用した相互の情報提供を行う取り

組みは広がっており，投薬時や服薬フォローアップ中に知

り得た情報（服用状況や服用期間中の体調変化など）を医

療機関へ提供することで服薬アドヒアランスや薬物療法の

安全性の向上に寄与するため，この取り組みの推進が望ま

れている．本結果で薬局側から医療機関に対するフィード

バックの障壁となる要因の一つに，「医療機関側の求めて

いる情報が不明」が挙げられている．現状では，相互に求

めている情報の理解が不十分であることが多く，これにつ

いても病院-薬局間での連携を強化することで解決が可能

になると考える．

本研究は，アンケート対象者が緩和医療薬学会員という

緩和医療に対する理解度およびその関与に対する意欲が高

い薬剤師を対象としたものであること，全国の麻薬小売業

者の免許を取得している薬局は 2 万店舗以上あり20），本研

究の回答数 73 件であることを考慮すると，本研究は日本

全体の実態とは異なる可能性がある．そのため，今後は全

用麻薬に対する知識が不足しているため，指導に困る」は

9.6%（7 件），「困る事はない」は 16.4%（12 件）であっ

た（複数選択可）（Q16）（図 4D）．

考　　　察

本研究は緩和医療薬学会員を対象とした，保険薬局薬剤

師によるがん患者に対する医療用麻薬の指導実態の調査で

あり，結果の解釈に配慮する必要がある．医療用麻薬の処

方箋応需枚数は店舗間でばらつきが多く，静岡県内の保険

薬局の実態調査12）によると，医療用麻薬の処方箋応需枚

数が 0 枚/月である店舗は 51.6% と報告されている．本研

究では，回答店舗の麻薬管理指導加算の算定件数を医療用

麻薬の処方箋応需枚数の代理指標として用いており，Q4

の回答結果と月に 5 件以上の算定が 27.8%，月に 1-5 件の

算定が 29.2% という結果のため，医療用麻薬の処方箋応

需枚数の多い店舗から一定数の回答が得られた結果である

ことが推察される．

医療用麻薬導入時の保険薬局薬剤師の説明（Q6）は，

「効能・効果，用法・用量」，「副作用（便秘，悪心・嘔吐，

眠気）の頻度，程度」，「レスキュー薬の使用」，「痛みを我

慢しないこと」以外の項目は，患者に応じて説明されてい

ることが多かった．医療用麻薬の指導は同じ薬剤師で実施

する割合（Q11）が 71.2% と高いことからも，多くの施設

において継続的な関わりの中で，適切なタイミングで患者

個々に配慮して医療用麻薬に関する情報提供が実施されて

いるものと推察される．同一薬剤師による指導は有効性・

副作用の評価や症状把握がしやすく，さらには患者との信

頼関係構築に繋がることから，医療用麻薬の導入時には同

一薬剤師による指導の実施が望ましいと思われる．また，

本研究では，医療用麻薬の指導実施におけるかかりつけ薬

剤師制度の利用率が 41.1%（図 3A）であることを報告し

た．長崎県のかかりつけ薬局を定量的に評価した報告13）

では，がん患者のかかりつけ薬剤師の利用状況は 34.5% 

であり，本研究結果は既報と同程度であった．がん患者で

のかかりつけ薬剤師の利用状況についての報告は少ないた

め，実態は不明確であるが，より多くの患者でかかりつけ

薬剤師の関与が望まれる．

既報14）では医療用麻薬の服薬説明時に知識・経験不足か

ら説明に困ると考えている保険薬局薬剤師が多いことが報

告されており，本結果でも同様の結果（Q16）であった．

自施設内での医療用麻薬の指導内容に関する共有が十分で

ない結果（Q15）もみられたことから，単なる知識の蓄積

だけではなく，症例検討さらにはロールプレイを用いた教

育15）の実施が必要である．また，保険薬局では患者への

病名告知や患者への説明に関する情報が不明確な状況であ

ることが多く，保険薬局での指導やアセスメントに支障を

きたすこと9, 11）も報告されており，Q6 の回答結果に影響
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国の保険薬局を対象とした本内容の実態調査を行う必要が

あると考える．また，回答は無記名で個人を特定しない形

で集積された結果，同じ施設から複数回答がされた可能性

が否定できないことも，研究の限界として挙げられる．

本研究により，医療用麻薬が導入された外来がん患者に

対する保険薬局薬剤師の関与の実態の一助が得られ，一部

の保険薬局において症状評価や電話などでの服薬フォロー

アップの実施ができていないことも明らかとなった．Q16

の設問で医療用麻薬の指導で保険薬局薬剤師が困ることに

ついて調査したが，障壁となっている要因を解析するには

不十分であるため，今後は追加研究を実施し，保険薬局に

おける緩和医療の均てん化に繋げていきたい．
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National Survey on Community Pharmacists’ Involvement 
with Cancer Patients Administered Narcotic Analgesics
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　Abstract: The aim of this study is to investigate the reality of the involvement by community pharmacists re-
garding outpatients with cancer who have started to use narcotic analgesics. We conducted an anonymous online 
questionnaire survey among members of the Japanese Society for Pharmaceutical Palliative Care and Sciences. Re-
sponses were obtained from 73 members at different locations. We found that 57.0% reported one or more cases per 
month at each location with medical fees to manage narcotic drugs; 54.8% of community pharmacists reported nearly 
always assessing the pain at the time of introduction of narcotic analgesics; 61.6% reported that the average time 
needed to explain how to take narcotic drugs was 20 min or less; and 17.8% of community pharmacists reported 
nearly always checking medication adherence, residual drug, and side effects by telephone. This survey clarified that 
there exists inadequate community pharmacist’s involvement at some pharmacies with patients who have cancer and 
are administered narcotic analgesics, and helped to clarify community pharmacists' involvement with them. In the fu-
ture, we need to further study about the presence of barrier factors that inhibit pharmacists’ involvement to im-
prove their involvement and the cooperation between hospitals and community pharmacies.
　Key words:  narcotic analgesic, cancer pain, community pharmacist, fact-finding survey, cooperation
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